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要約 
本研究の目的は，成人女性における「妊娠中の飲酒に対する認識」の現状および関連要因を明らかにすることにより，妊娠中

の禁酒に関する普及啓発活動への示唆を得ることである．A 市および近隣 6 市町在住の 20 歳以上の男女を対象にインターネ

ット調査を行い，20～40 歳代の女性 204 人および 50 歳以上の女性 169 人を分析対象とした．妊娠中は飲酒可と認識している

者は 20～40 歳代女性，50 歳以上女性のいずれも 3 割以上を占め，妊娠中の絶対禁酒について周知徹底する必要性が確認され

た．20～40 歳代女性では，年齢，同居者有無，年間世帯所得，喫煙，BMI，主観的健康感と「妊娠中の飲酒に対する認識」に

有意な関連があり，年齢が高い者，同居者がいない低所得者，喫煙者，BMI18.5 未満，主観的健康感が悪い者に対して普及啓

発を強化する必要性が示唆された．  
 
Abstract 
This study aims to obtain ideas for activities to improve the public awareness of the necessity of abstinence during pregnancy by 
understanding the details of awareness of and factors related to alcohol drinking during pregnancy. An internet questionnaire survey was 
conducted with males and females aged 20 and above living in City A and six neighboring cities and towns. Data from 204 females in 
their 20’s to 40’s and 169 females aged 50 and above were included in analysis. The respondents who think that they can drink alcohol 
harmlessly during pregnancy accounted for more than 30% of both age groups, and this shows that it is necessary to promote the 
awareness of the value of absolute abstinence during pregnancy. For females in their 20’s to 40’s the promotion of absolute abstinence 
during pregnancy is needed to be provided regardless of the regular drinking status. It is also necessary to strengthen the promotion of 
abstinence specifically for those who fit into any of the following: are older in this age group, with low-income, living alone, smokers, 
BMI below 18.5, and subjectively in poor health. The findings suggest the necessity to provide promotion about the necessity of 
abstinence during pregnancy for a wide range of females over the age of 50. 
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1. ははじじめめにに  

わが国の成人における習慣飲酒者（週に 3 日以上，1 日

1 合以上飲酒する者）は，1986 年には男性 51.8％，女性

5.3%1)であったが，2010 年には男性 35.4%，女性 6.9%，

2019 年には男性 33.9%，女性 8.8%となり，男性では低下

傾向，女性では上昇傾向にある．また，女性については，

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合

が有意に上昇している 2)．さらに，女性は男性よりもアル

コールに脆弱であり，過度の酩酊，肝障害，乳がん，暴力

被害等の飲酒に起因する問題が生じやすいこと 3)からも女

性のアルコール健康障害対策の重要性は増している． 
こうした状況をふまえ，筆者らは，埼玉県西部の東武東

上線および西武線沿線に所在する大学，自治体，企業が連 
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携し，高等教育による地域の活性化を目指す「埼玉東上地

域大学教育プラットフォーム（TJUP）」のワーキンググル

ープ「生活しやすい地域づくりへの貢献」として，2019 年

9 月から共同研究「女性の飲酒と健康について」に取り組

んでいる．研究初年度は，A 市保健センター職員が日ごろ

の活動を通して把握している女性の飲酒に関する地域特

性や問題を明らかにし，女性の適正飲酒を推進する支援の

あり方について検討することを目的とし，A 市保健センタ

ー常勤職員に対するインタビュー調査や既存資料の収集・

分析を行った．その結果，①女性の適量飲酒に対する市民

の認知度は低く，生活習慣病のリスクを高める量や適正飲

酒量以上の飲酒をしている女性が多いこと，②妊娠・育児

中の女性の飲酒について，ポピュレーションアプローチと

して飲酒と健康に関する普及啓発活動に取り組む必要性

を確認した 4)．そこで，次の段階として，女性の飲酒と健

康について現状と関連要因を明らかにすることにより，女

性の不適切な飲酒を防止するための普及啓発活動に必要
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な基礎資料を得ることを目的として実態調査を行った． 

妊娠中の飲酒については，胎児性アルコールスペクトラ

ム障害 Fatal Alcohol Spectrum Disorders（FASD）をはじめ，

子どもの心身の健康にさまざまな悪影響を及ぼすことが

指摘されている 5)6)．高齢社会において国民が健康で元気

に生活できる社会の実現を図るための国民健康づくり運

動として 2000 年に開始された「健康日本 21」には，「妊娠

している女性の飲酒は，胎児性アルコール症候群などの妊

娠に関連した異常の危険因子である」と明記されている．

また， 健康日本 21 の一翼を担うものと位置付けられ，21
世紀の母子保健の主要な取組を提示するビジョンであり，

関係者，関係機関・団体が一体となって推進する国民運動

計画として 2001 年に開始された「健やか親子 21」におい

ても，「妊娠中の習慣的な飲酒は，死産や低出生体重児等

の出産の可能性が高まることから，妊娠中の飲酒を控える

よう指導する必要がある」と記載され，2010 年までに妊娠

中の飲酒をなくすことが目標に掲げられている 7)．さらに，

健康日本 21 の評価結果を反映して 2013 年度に開始され

た「健康日本 21（第二次）」では，2022 年度までに妊娠中

の飲酒をなくすことが目標として位置づけられている．こ

れに伴い，2015 年度から始まった「健やか親子 21（第二

次）」においても，2020 年度までに妊娠中の飲酒率を 0%
にすることが中間評価の目標とされている．また，2013 年

にはアルコール健康障害対策基本法が制定され，妊婦の飲

酒を含む不適切な飲酒の影響による心身の健康障害が「ア

ルコール健康障害」と定義されるとともに，アルコール健

康障害が本人の健康の問題のみならず，その家族への深刻

な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いこと

が明記され，基本的な方向性の一つに「正しい知識の普及

及び不適切な飲酒を防止する社会づくり」が位置づけられ

ている． 

妊娠中に飲酒している者の割合は，2000 年には 18.1%で

あったが，こうした取り組みを反映して，2010 年は 8.7%8)，

2013 年度は 4.3%，2017 年度は 1.2%と年々減少している
9)．しかし，「健康日本 21（第二次）」および「健やか親子

21（第二次）」の目標は達成されておらず，さらなる取り組

みが必要である．そこで，本研究では，妊娠中の女性の飲

酒に焦点を当てることとした． 
先行研究では，飲酒や喫煙などの不健康行動を行う理由

について，その人自身がどの程度望ましいと考えているか

が，飲酒の頻度や量，喫煙などの予防的保健行動と有意な

関連があることが明らかにされている 10)．そのため，妊婦

になる可能性がある 20～40 歳代の女性が，妊娠中の飲酒

についてどのように認識しているのか，その認識と関連す

る要因は何かを明らかにすることにより，妊娠中の禁酒に

関する普及啓発活動への示唆を得たいと考えた． 
また，妊娠中に飲酒した者の中には，家族や友人など周

囲の人から飲酒を勧められたり容認されたりしていたこ

とが報告されており 11)，妊婦本人の認識のみならず，妊婦

の周囲の人々の認識も，妊婦の飲酒行動に少なからぬ影響

を及ぼすと考えられる． 
50 歳以上の女性は，妊婦の家族や親戚，友人，職場の関

係者，地域の知合いなど，妊婦の身近な周囲の人として，

妊婦の飲酒行動に影響を及ぼす存在となり得るが，以下の

二つの理由により，妊娠中の飲酒を容認する者の割合が高

いことが予測される．一つは，前述したように，妊娠中の

絶対禁酒が重視されるようになったのは 2001 年以降であ

り，50 歳以上の女性は，自身が妊娠したときや妊娠可能な

時期に，絶対禁酒について指導されなかった可能性が高い

ことである．もう一つは，妊娠中の飲酒が子どもに及ぼす

影響に気づきにくいことである．胎児性アルコールスペク

トラム障害（以下，FASD）は，妊娠中のアルコール使用に

より引き起こされたすべての状態を含むものである．その

一部である胎児性アルコール障害（以下，FAS）は，特徴

的な顔貌，発育の遅れ，中枢神経の問題等の兆候があり，

出生時か生後 1 年以内に診断可能である．しかし，注意欠

陥・多動性障害や学習障害と症状が似ていることや，認知

度の低さから FAS の診断がつきにくい可能性もある
12)13)14)．また，FASD の一連の障害の残りの種類は，たいて

い出産時には認識できず，子どもが就学前か学齢期に達し，

異常行動や知識・理解の重大な制限の明確な兆候を示すま

では，診断することができない 15)．喫煙妊婦においては，

「初回の妊娠期間中に喫煙していても児には目に見える

異常がなかった」，「妊婦自身も喫煙していた母親から生ま

れた」等，喫煙による影響を軽視する傾向があることが報

告されている 16)．同様に，50 歳以上の女性の中には，妊娠

中の飲酒によって子どもに何らかの影響が生じていても

FASD とは思わず，「自分や自分の同世代は妊娠中に飲酒

したが，飲酒による子どもへの影響はなかったので，妊娠

中の絶対禁酒は必要ない」と認識している可能性がある．

そのため，妊婦の身近な周囲の人となりうる 50 歳以上の

女性が，妊娠中の飲酒についてどのように認識しているの

か，その認識と関連する要因は何かを明らかにすることに

より，妊娠中の禁酒に関する普及啓発活動への示唆を得た

いと考えた．  
以上より，本研究では，20～40 歳代と 50 歳以上の成人

女性における「妊娠中の飲酒に対する認識」に注目し，そ

の現状および関連要因について明らかにすることにより，

妊娠中の禁酒に関する普及啓発活動への示唆を得ること

を目的とした． 

2. 方方    法法 
2.1  調調査査方方法法  

調査方法については，A 市保健センター保健師が担当地

区に出向いて健康相談等を行う際に住民に無記名自記式

調査票を配布する方法や，A 市内で地区を限定して調査票

を戸別配布する方法を検討していた．しかし，COVID-19
感染予防のため，保健師の地区活動の縮小や住民の外出自

粛等を余儀なくされたことから，インターネットによるア

ンケート調査を行うこととした． 
 

2.1.1.  調調査査対対象象 
調査対象は，調査を委託した Web 調査会社が保有する

アンケートパネルのうち，調査対象地域に居住する 20 歳

以上の男女 800 人とした．性別による差異を考慮し，当該

地域在住の男性・女性をそれぞれ別の母集団と想定し，許

容誤差 5%，信頼度 95％，回答比率を暫定的に 50％と仮定

してサンプルサイズを計算した．有効回答率も考慮し，各

母集団から 400 人ずつサンプルを得ることを計画した．  
A 市のみでは目標回答者数の確保が困難と予測された

ため，調査対象地域は A 市および隣接 6 市町とした． 
 

2.1.2.  調調査査実実施施方方法法  

調査の実施は，個人情報保護に関する国内法令，監督官

庁が定めるガイドライン，一般社団法人日本マーケティン

グ・リサーチ協会が定める「マーケティング・リサーチ綱

領」，「マーケティング・リサーチ産業個人情報保護ガイド

ライン」に準拠し，年間 300 件以上の学術調査の実績を持

つ Web 調査会社（株式会社クロスマーケティング社）に委

託した． 
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調査は，2021（令和 3）年 2 月 1 日に開始し，同年 2 月

3 日に 800 人分の回答が得られた時点で終了した． 
 

2.2.  調調査査項項目目  

 妊娠中の飲酒に対する認識，調査時点の基本属性，健康

状態および保健行動，飲酒状況，妊娠中の飲酒行動につい

て調査した． 
 
2.2.1.  妊妊娠娠中中のの飲飲酒酒にに対対すするる認認識識 
 妊娠中の飲酒に対する認識として，「妊娠中にお酒を飲

むことについて，あなた自身はどのように考えますか」と

質問し，須藤らの研究 12)における選択肢「絶対禁酒，でき

れば禁酒した方がよい，控え目に飲む，適量ならよい，特

に問題とは思わない，その他」を用いて択一式で回答を得

た． 

 
2.2.2.  基基本本属属性性 

年齢，同居者有無，就労有無，過去 1 年間の年間世帯所

得，最終学歴，妊娠経験の有無について調査した．  
 
2.2.3.  健健康康状状態態おおよよびび保保健健行行動動  

主観的健康感，Body Mass Index(BMI)，Kessler 6 合計点，

最近 1 か月間のストレス程度，睡眠による休養，喫煙の有

無について調査した． 
主観的健康感は，国民生活基礎調査の調査項目をもとに

「よい，まあまあ，ふつう，あまりよくない，よくない」

の 5 段階で尋ねた． 
Kessler 6（以下，K6）は，2002 年に Kessler らによって

開発された抑うつ・不安を測定する尺度である 17)．過去 1
か月間の抑うつ，不安症状 6 項目について「いつも：4 点，

たいてい：3 点，ときどき：2 点，少しだけ：1 点，まった

くない：0 点」で尋ねるものであり，精神的健康度が低い

ほど合計点が高くなる．日本語版は 2008 年に開発され，

信頼性・妥当性が確認されており 18)，厚生労働省による国

民生活基礎調査でも用いられている．健康日本 21（第二次）

では，「気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じ

ているものの割合の減少」として，20 歳以上で K6 合計点

10 点以上の割合を減少させることを目標にしている 19)． 
最近 1 か月間のストレス程度は，A 市が 2017 年に実施

した市民健康実態調査 20)の項目を用いて「非常に感じた，

感じた，あまり感じなかった，感じなかった」で質問した． 
睡眠による休養は，国民生活基礎調査の調査項目に基づ

き，「十分とれている，十分ではないがとれている，あまり

とれていない，まったくとれていない」で尋ねた． 
 

2.2.4.  飲飲酒酒状状況況 
 全員に調査時点における飲酒頻度を尋ね，「飲まない」

と回答した者以外を対象に，1 回飲酒量，多量飲酒，寝酒，

飲酒理由，普段の飲酒の相手・場所を尋ね，AUDIT-C 合計

点，問題飲酒の有無を判定した． 
飲酒頻度はアルコール含有飲料を飲む頻度について，多

量飲酒は 1 回に 6 ドリンク（純アルコール量 60g）以上飲

む頻度について，「飲まない：0 点，1 か月に 1 度以下：1
点，1 か月に 2～4 度：2 点，1 週に 2～3 度：3 点，1 週に

4 度以上：4 点」で回答を得た．1 回飲酒量は，酒の種類を

選択して 1 回に飲む量を入力してもらい，純アルコール量

10g を 1 ドリンクと換算し，「1～2 ドリンク：0 点，3～4
ドリンク：1 点，5～6 ドリンク：2 点，7～9 ドリンク：3
点，10 ドリンク以上：4 点」とした．飲酒頻度，1 回飲酒

量，多量飲酒の各得点を合計し，AUDIT-C 合計点とした．

AUDIT-C とは，WHO によって開発された問題飲酒者のス

クリーニングテスト AUDIT の簡易版である．12 点満点で，

女性の場合は 4 点以上を「問題飲酒者」とし，減酒指導を

行う目安となっている 21)22)．そのため，AUDIT-C 合計点

「4 点以上」を「問題飲酒あり」，「3 点以下」を「問題飲

酒なし」とした． 
飲酒理由については，先行研究 23)をふまえて独自に項目

を設定し，「嫌な気持ちをリセットするため」「気分をよく

するため」「リラックスするため」「人との会話が弾むよう

にするため」「つきあい・人から勧められて」の各項目につ

いて「いつも：4 点，たいてい：3 点，ときどき：2 点，た

まに：1 点，全くない：0 点」で尋ねた． 
普段の飲酒状況については，COVID-19 感染拡大による

影響がない約 1 年前の状況を想起してもらい，誰とどこで

飲むかを質問した．質問項目は対象者の特性や普及啓発へ

の活用を考慮して独自に設定し，それぞれ「よくある：2
点，たまにある：1 点，全くない：0 点」で尋ねた． 

寝酒については，A 市による市民健康実態調査 20)の設問

を用いて，「睡眠を助けるためにお酒を飲むことはありま

すか」と全員に尋ね，「毎日飲む，週に 3～5 日飲む，週に

1～2 日飲む，月に 1～2 回飲む，ほとんど飲まない，まっ

たく飲まない」からの択一式とした． 
 

2.2.5.  妊妊娠娠中中のの飲飲酒酒行行動動 
妊娠経験のある者に対して，妊娠中の飲酒行動について，

先行研究 24)をもとに独自に設定した選択肢「前から飲まな

い，妊娠前と変わらない飲み方を続けた，妊娠前と比べて

量または回数が増えた，妊娠前と比べて量または回数が減

った，妊娠中は飲酒をやめた」を提示し，択一式で尋ねた． 
 

2.3  分分析析方方法法  

2.3.1  分分析析対対象象 
回答者総数 800 人中，女性 376 人を「20～40 歳代」205

人および「50 歳以上」171 人の 2 群に分けた．これらのう

ち，［妊娠中の飲酒に対する認識］について無回答または

「その他」と回答した 4 人を除外し，「20～40 歳代」204 人

および「50 歳以上」169 人を分析対象とした． 
 

2.3.2.  解解析析方方法法  

［妊娠中の飲酒に対する認識］について，「絶対禁酒」を

「飲酒不可」群，「できれば禁酒した方がよい，控え目に飲

む，適量ならよい，特に問題とは思わない」を「飲酒可」

群とした． 
20～40 歳代と 50 歳以上の各群において，［妊娠中の飲

酒に対する認識］について単純集計を行った． 
次に，図 1 に示す概念枠組みにより，［妊娠中の飲酒に

対する認識］との関連要因について解析した．有意水準は

5%とした．統計処理には SPSS ver.26 を使用した． 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 1 概念枠組み 
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1) 妊妊娠娠中中のの飲飲酒酒行行動動ととのの関関連連  

  妊娠中に飲酒を継続していたことと［妊娠中の飲酒に対

する認識］が「飲酒可」であることの関連を示すことは，

妊娠中の禁酒を推進するために［妊娠中の飲酒に対する認

識］に対する普及啓発を行う根拠になると考えた．そこで，

妊娠経験のある者における妊娠中の飲酒行動について，

「前から飲まない」を「妊娠経験あり 非飲酒」，「妊娠前

と変わらない飲み方を続けた，妊娠前と比べて量または回

数が増えた，妊娠前と比べて量または回数が減った」を「妊

娠経験あり 飲酒継続」，「妊娠中は飲酒をやめた」を「妊

娠経験あり 飲酒中止」とした．また，妊娠経験のない者

を「妊娠経験なし」とし，これら 4 項目からなる［妊娠中

の飲酒行動］について，［妊娠中の飲酒に対する認識］との

関連を Fisher の直接確率検定により解析した． 
2) 基基本本属属性性,,健健康康状状態態おおよよびび保保健健行行動動,,飲飲酒酒状状況況ととのの関関連連  

基本属性，健康状態および保健行動，飲酒状況の各項目

と［妊娠中の飲酒に対する認識］との関連について，カイ

2 乗検定，Fisher の直接確率検定，Mann-Whitney の U 検定

により解析した． 
［就労］については「無職」と「家事専業」を「就労な

し」，それ以外を「就労あり」とした．［同居者有無］につ

いては「なし（一人暮らし）」を「同居者なし」，「配偶者・

パートナー，子，子の配偶者，親，祖父母，孫，その他」

のいずれかに回答した者を「同居者あり」とした．［主観的

健康感］については，「よい，まあまあ，ふつう」を「良好

または普通」，「あまりよくない，よくない」を「不良」と

した．［最近 1 か月間のストレス程度］については，「非常

に感じた，感じた」を「ストレスあり」，「あまり感じなか

った，感じなかった」を「ストレスなし」とした．［睡眠に

よる休養］については，「十分とれている，十分ではないが

とれている」を「とれている」，「あまりとれていない，ま

ったくとれていない」を「とれていない」とした．［寝酒］

については，飲酒頻度が「週に 1～2 日」以上を「寝酒習

慣あり」，「月に 1～2 回」以下を「寝酒習慣なし」とした． 
なお，上記の解析結果をふまえ，追加解析として［同居

者有無］と［年間世帯所得］の関連について，Fisher の直

接確率検定を行った．さらに，年間世帯所得を「200 万円

未満」と「200 万円以上」の 2 群に分け，［飲酒頻度］［多

量飲酒有無］［問題飲酒者有無］との関連をカイ 2 乗検定

または Fisher の直接確率検定により解析した．［BMI 区分］

（「18.5 未満」「18.5 以上 25.0 未満」「25.0 以上」の 3 区分）

と［喫煙］（「あり」「なし」の 2 区分），［BMI 区分］と［主

観的健康感］（「良好または普通」「不良」の 2 区分）につ

いてもカイ 2 乗検定を行った． 
交絡の影響を調整して［妊娠中の飲酒に対する認識］の

関連要因を明らかにするため，［妊娠中の飲酒に対する認

識］（「飲酒不可」を 0，「飲酒可」を 1）を目的変数として，

強制投入法により多重ロジスティック回帰分析を行った．

説明変数は，先行研究および変数相互の関連を考慮して，

基本属性から［年齢］と［同居者有無］（同居者「なし」を

0，「あり」を 1），健康状態および保健行動から［主観的健

康感］（「良好または普通」を 0，「不良」を 1）と［喫煙］

（「あり」を 0，「なし」を 1），飲酒状況から［飲酒頻度］

を選択した． 
 

2.4.  倫倫理理的的配配慮慮  

調査対象者には，調査画面のトップページで，調査の目

的・対象・方法，研究協力のメリット・デメリット，研究

参加の自由，データの管理，プライバシー保護，研究成果

の公表，研究資金等について提示し，研究協力に同意する

と回答した者のみ，アンケートに回答できるようにした．

調査内容に個人を特定できる情報は含まず，回答データは

Web 調査会社が一括して回収し，パスワードを設定して研

究代表者に送付した． 
本研究は，東京家政大学研究倫理委員会の承認を得て行

った（承認番号 SKE2020-18，2021 年 1 月 12 日承認） 

3. 結結    果果 
3.1.  妊妊娠娠中中のの飲飲酒酒にに対対すするる認認識識（（表表 1）） 

20～40 歳代，50 歳以上のいずれにおいても，［妊娠中の

飲酒に対する認識］は「飲酒可」が 3 割を超えていた．「飲

酒可」の中では「できれば禁酒した方がよい」がもっとも

多く，以下「適量ならよい」「控え目に飲む」の順であり，

「特に問題とは思わない」はごくわずかであった． 
 
3.2.  ［［妊妊娠娠中中のの飲飲酒酒にに対対すするる認認識識］］ととのの関関連連 
3.2.1.  妊妊娠娠中中のの飲飲酒酒行行動動ととのの関関連連（（表表 2）） 
 20～40 歳代，50 歳以上のいずれにおいても，［妊娠中の

飲酒に対する認識］と［妊娠中の飲酒行動］には有意な関

連があり，「飲酒可」群は「飲酒不可」群に比べて「妊娠経

験あり 飲酒継続」の割合が高かった． 
 
3.2.2.  基基本本属属性性ととのの関関連連（（表表 3）） 

20～40 歳代においては，［年齢］［同居者有無］［年間世

帯所得］と［妊娠中の飲酒に対する認識］に有意な関連が

みられ，［妊娠中の飲酒に対する認識］の「飲酒可」群は

「飲酒不可」群に比べて，年齢が高く，「同居者なし」や年

間世帯所得「200 万円未満」の割合が高かった． 
なお，追加解析として行った［同居者有無］と［年間世

帯所得］には有意な関連があり（p<0.001），「同居者なし」

は「同居者あり」に比べて年間世帯所得「200 万円未満」

の割合が高かった（45.8% v.s. 6.1%）．さらに，［年間世帯

所得］を「200 万円未満」と「200 万円以上」の 2 群に分

けて［飲酒頻度］［多量飲酒有無］［問題飲酒者有無］との

関連を解析したが，いずれも有意な関連はなかった

（p=0.709, p=0.522, p=1.000）． 
50 歳以上においては，どの項目も［妊娠中の飲酒に対す

る認識］との有意な関連はみられなかった． 
 

3.2.3.  健健康康状状態態おおよよびび保保健健行行動動ととのの関関連連（（表表 4））  

20～40 歳代において，［妊娠中の飲酒に対する認識］の

「飲酒可」群は「飲酒不可」群に比べて，［主観的健康感］

が「不良」の割合や，喫煙者の割合が有意に高かった．［BMI
区分］についても有意な関連がみられ，「飲酒可」群は「飲

酒不可」群よりも，「18.5 未満」（やせ）の割合が高く，「18.5
以上 25 未満」（普通体重）の割合が低かった． 

追加解析として行った［BMI 区分］と［喫煙］，［BMI 区
分］と［主観的健康感］については，いずれも有意な関連

はなかった（p=0.805, p=0.269）． 
50 歳以上においては，どの項目も［妊娠中の飲酒に対す

る認識］との有意な関連はみられなかった． 
 

3.2.4.  飲飲酒酒状状況況ととのの関関連連（（表表 5））  

20～40 歳代および 50 歳以上のいずれも，［妊娠中の飲

酒に対する認識］と飲酒状況の有意な関連はなかった． 
 

3.2.5.  多多重重ロロジジスステティィッックク回回帰帰分分析析（（表表 6））  

 20～40 歳代においては，モデルカイ 2 乗検定の結果は

p=0.001 で有意であった．変数については，年齢（OR：1.057；
95%CI［1.016-1.099］），同居者有無（OR：0.316；95%CI
［0.122-0.824］），主観的健康感（OR：2.606；95%CI［1.027- 
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6.615］）で有意な関連がみられた． 
50 歳以上においては，モデルカイ 2 乗検定の結果は

p=0.710 であり，各変数について有意な関連はみられなか

った．

4. 考考    察察

4.1  すすべべててのの成成人人女女性性にに対対ししてて「「妊妊娠娠中中はは絶絶対対禁禁酒酒」」とと

周周知知徹徹底底すするる必必要要性性

20～40 歳代，50 歳以上のいずれにおいても，「飲酒可」

群は「飲酒不可」群に比べて，妊娠中の飲酒継続者の割合

が有意に高かった．これらの結果は，妊娠中の禁酒を推進

するために，20～40 歳代および 50 歳以上の両方に対して，

“妊娠中の飲酒は不可”であることを普及啓発する必要性

を示すものといえる．

20～40 歳代，50 歳以上のどちらも，妊娠中に「飲酒可」

と認識している者が 3 割を超えており，少量なら飲酒して

もよいと認識している者が少なくなかった．滝口が 4 か月

児健康診査来所予定の母親を対象に行った調査 11)でも，妊

娠中に飲酒していた者の 35.6%が「少量のお酒だったら大

丈夫だと思った」と回答していた．少量飲酒が子どもの身

体発育に及ぼす影響については研究結果間で不一致がみ

られ，一定の見解は得られなかったが，指導の現場におい

て少量飲酒を容認することは避けた方がよいとされてい

る 25)．2013年に胎児性アルコールスペクトラム障害（FASD）

予防の第 1 回国際会議で採択された「FASD 予防の国際憲

章」15)においても，「妊娠中の安全なアルコール量について

は，だれも告げることはできない」と明記されている．し

たがって，20～40 歳代および 50 歳以上に対して，妊娠中

は少量であっても飲酒は避け，絶対禁酒を行う必要性を周

知徹底することが重要と考える．

4.2  20～～40 歳歳代代のの女女性性にに対対すするる普普及及啓啓発発 
4.2.1.  日日頃頃のの飲飲酒酒状状況況ににととららわわれれなないい普普及及啓啓発発のの必必要要性性 

［妊娠中の飲酒に対する認識］と飲酒頻度に有意な関連

はなく，「飲酒可」群の中にも，飲酒頻度を「飲まない」と

回答した者が半数近くいた．また，飲酒頻度については「飲

まない」も含めて尋ねたが，年齢や同居者有無，主観的健

康観，喫煙を調整した後も，［妊娠中の飲酒に対する認識］

との関連はみられなかった．さらに，1 回飲酒量，多量飲

酒の有無，寝酒習慣の有無など，不適切な飲酒行動と［妊

娠中の飲酒に対する認識］の関連もなかった．これらの結

果から，“「妊娠中の飲酒は不可」と考えているのは日頃飲

酒していない人，「妊娠中の飲酒は可」と考えているのは

日頃飲酒している人”あるいは“ 「妊娠中の飲酒は可」と

考えているのは，日頃から不適切な飲酒行動をしている人”

とは言えないことが明らかとなった．

清水ら 26)は，女性の飲酒が許容されやすい場面は，飲み

屋であれ，自宅であれ，友人との“仲間飲酒”であると指

摘しており，妊婦と同世代の女性の認識が，妊婦の飲酒行

動に影響を及ぼす可能性は大きいと考えられる．したがっ

て，妊娠中の絶対禁酒に関する普及啓発活動は，日頃の飲

酒状況に関わらず，日頃飲酒しない人も含めて，20～40 歳

代の女性に対して幅広く行うことが必要と考える．

4.2.2.  普普及及啓啓発発のの強強化化がが必必要要なな対対象象 
1) 年年齢齢がが高高いい者者

20～40 歳代女性において，［妊娠中の飲酒に対する認識］

の「飲酒可」群は「飲酒不可」群に比べ，有意に年齢が高

かった．また，同居者有無，主観的健康観，喫煙，飲酒頻

度を調整した多重ロジスティック回帰分析の結果でも，年

齢は［妊娠中の飲酒に対する認識］と有意な関連がみられ，

年齢が高くなるほど「飲酒可」と考えるリスクが高まって

いた．

妊娠中の飲酒率を 0%にすることは，わが国では 2001 年

に開始された「健やか親子 21」で目標に位置づけられたが

達成されておらず，2013 年度からの「健康日本 21（第二

次）」，2015 年度からの「健やか親子 21（第二次）」へと引

き継がれている．母子健康手帳においても，かつては「妊

娠中は飲酒を控えましょう」と記載されており，飲酒を減

らせばよいと誤解される恐れがあったため，2004 年に特

定非営利活動法人 ASK が厚生労働省に要望書を提出した

結果，「妊娠中は，全期間を通じて飲酒をやめましょう」と

改定された 27)．また，胎児性アルコールスペクトラム障害

がこれまで考えられていたより多く存在し，飲酒の量や時

期に関係なく発症する可能性があることが米国小児科学

会から報告されたことを受け，日本の産婦人科診療ガイド

ラインに妊娠中の禁酒指導が明記されたのは 2017 年であ

る 28)29)．このように，妊娠中の絶対禁酒が強調されるよう

になった歴史はまだ浅く，2013 年以前に行われた調査で

は，妊娠中の絶対禁酒について，母子保健事業を担当する

表 6［妊娠中の飲酒に対する認識］の関連要因（多重ロジスティック回帰分析）  
20～40歳代 50歳以上

n=204 n=169
偏回帰 標準 オッズ

比
P値  95%信頼区間 偏回帰 標準 オッズ

比
P値  95%信頼区間

係数 誤差 係数 誤差

年齢

同居者有無

主観的健康感

喫煙

飲酒頻度

0.055 0.020 0.006 1.057 1.016 1.099 0.021 0.021 0.323 1.021 0.980 1.064

-1.151 0.488 0.018 0.316 0.122 0.824 -0.138 0.483 0.775 0.871 0.338 2.245

-0.515 0.516 0.318 0.598 0.218 1.6420.958 0.475 0.044 2.606 1.027 6.615

-0.894 0.491 0.069 0.409 0.156 1.071

0.644

-0.041 0.440 0.926 0.960 0.405 2.275

0.067 0.566 0.906 1.069 0.352 3.245

0.698
1か月に1度以下

1か月に2～4度

1週に2～3度

1週に4度以上

0.571 0.449 0.204 1.771 0.734 4.272

0.644 0.484 0.183 1.904 0.738 4.914 0.626 0.576 0.277 1.870 0.605 5.782

-0.249 0.672 0.711 0.780 0.209 2.912 0.303 0.514 0.555 1.354 0.495 3.706

0.345 0.559 0.537 1.412 0.472 4.226 0.162 0.491 0.742 1.175 0.449 3.074
定数 -2.283 1.178 0.053 0.102 -1.403 1.592 0.378 0.246
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保健師や栄養士，産科医療機関の医療従事者等による指導

や情報提供が徹底されていないことが報告されている
11)13)30)31)．本研究においても，20～40 歳代女性の中でも，

年齢が高い方が，妊娠中の絶対禁酒に対する指導が不十分

であった可能性がある． 
したがって， 20～40 歳代女性の中でも，年齢がより高

い層に対しては，妊娠中の絶対禁酒に関する普及啓発の強

化が必要と考える． 
2) 同同居居者者ののいいなないい低低所所得得者者 

［妊娠中の飲酒に対する認識］と［同居者有無］には有

意な関連があり，年齢，主観的健康観，飲酒頻度，喫煙を

調整しても，「飲酒可」群は「飲酒不可」群より「同居者な

し」が多かった．また，［同居者有無］は［年間世帯所得］

と有意な関連があり，「同居者なし」群では年間世帯所得

「200 万円未満」の割合が高かった．以上の結果から，妊

娠中の絶対禁酒に関する普及啓発は，20～40 歳代女性の

中でも，同居者のいない低収入の女性に対して行う必要性

が高いことが示唆された． 
わが国の 2019 年の出生状況を見ると，第 1 子出生まで

の父母の結婚期間は 6 か月がピークとなっており，妊娠し

てから結婚するケースは少なくない 32)．そのため，同居者

のいない女性にとっても，妊娠は決して他人事ではない．

また，前述したように，妊婦と同性・同年代の 20～40 歳

代の女性は，友人として妊婦の飲酒行動に影響を及ぼす可

能性が高い．したがって，同居者のいない 20～40 歳代女

性に，妊娠中の絶対禁酒について正しく理解してもらうこ

とは重要と考える． 
なお，本研究では，年間世帯収入「200 万円未満」と「200

万円以上」で，飲酒頻度，多量飲酒有無や問題飲酒有無に

有意差はなかった．先行研究でも同様の結果が報告されて

おり 33)，“低所得者は不適切な飲酒行動をとっているため，

妊娠中も飲酒してよいと認識している者が多い“とはいえ

ない．同居者のいない低所得の 20～40 歳代の女性が，妊

娠中の飲酒を肯定している理由を明らかにし，効果的な普

及啓発方法を検討していくことは，今後の課題である． 
3) 喫喫煙煙者者 
 喫煙については，多重ロジスティック回帰分析により年

齢，同居者有無，主観的健康観，飲酒頻度を調整すると，

［妊娠中の飲酒に対する認識］との関連はみられなかった．

しかし，2 変量解析では，「飲酒可」群は「飲酒不可」群に

比べて「喫煙あり」の割合が有意に高かった． 
日本の成人女性において，妊娠中の飲酒に対する認識と

喫煙習慣に関連があることは先行研究でも報告されてい

る 31)．また，喫煙と飲酒には，母親の健康のみならず次世

代の健康に深刻な悪影響を及ぼすという共通点があり，妊

婦の喫煙率を 0%にすることは，妊娠中の飲酒率を 0%にす

ることと同様，健康日本 21（第二次）と健やか親子 21（第

二次）の目標に位置付けられている．したがって，20～40
歳代女性の中でも喫煙者に対しては，妊娠中の絶対禁酒に

関する普及啓発を，妊娠中の禁煙に関する普及啓発と組み

合わせて重点的に実施していくことが必要と考える． 
4) BMI18.5 未未満満ののややせせ 
［BMI 区分］については［妊娠中の飲酒に対する認識］

と有意な関連があり，「飲酒可」群では「BMI18.5 未満」（や

せ）の割合が高かった．したがって， 20～40 歳代女性の

中でも BMI18.5 未満（やせ）の者に対しては，妊娠中の絶

対禁酒に関する普及啓発を強化することが必要と考える． 
近年のわが国の女性におけるやせの割合は，20 歳代で

は 20～25%，30 歳代では 15%前後，40 歳代では 10%程度

で推移しており，2019 年の国民健康・栄養調査では，それ

ぞれ 20.7%,16.4%,12.9%であった 34)．20 歳代女性における

やせの割合を減少させることは健康日本 21（第二次）の目

標にも位置付けられている．また，妊娠前の母親の BMI が
18.5 未満であると低出生体重児の出生リスクが増加する

ことや，子どもの生活習慣病発症リスクを高めることが指

摘されている 35)36)．すなわち，妊娠中の絶対禁酒も，妊娠

前の女性のやせの改善も，将来母親となる女性自身の健康

のみならず，次世代の健康を守るという目標は一致してい

る．したがって，若年女性のやせを改善するための取り組

みと，妊娠中の絶対禁酒に関する普及啓発を関連付けて取

り組んでいくことが必要と考える． 

5) 主主観観的的健健康康感感がが悪悪いい者者 
［妊娠中の飲酒に対する認識］と［主観的健康感］は，

2 変量解析だけでなく，年齢，同居者有無，飲酒頻度，喫

煙を調整した多重ロジスティック回帰分析においても有

意な関連があり，「飲酒可」群は「飲酒不可」群より，主観

的健康感「不良」が多かった． 
主観的健康感とは，現在の自分自身の健康状態を，自分

自身が自己評価したものであり，死亡率や有病率といった

客観的健康指標では捉えられない健康の質的側面に関す

る情報を簡便に把握できる健康指標の一つとして期待さ

れている．数多くの先行研究や，国民生活基礎調査をはじ

めとする各種社会調査にも用いられており，本人自身の視

点から見た健康である実感が，その人の生活の本質を反映

していると考えられている．また，簡便な自己申告によっ

て把握可能であることも，主観的健康感の利点である 37)． 
したがって，主観的健康感が悪い，すなわち，健康状態

が良くないと感じている女性に対して，妊娠中の絶対禁酒

に関する普及啓発を強化することが必要と考える． 
 
4.3.  50 歳歳以以上上のの女女性性にに対対すするる普普及及啓啓発発 
「はじめに」で述べたように，50 歳以上の女性は，妊婦

の家族や親戚，友人，職場の関係者，地域の知合いなど，

妊婦の身近な周囲の人として，妊婦の飲酒行動に影響を及

ぼす存在となり得る．しかし，自身が妊娠したときや妊娠

可能な時期に絶対禁酒について指導されなかった可能性

が高いことや，妊娠中の飲酒が子どもに及ぼす影響に気づ

きにくいことから，妊婦の飲酒を容認する可能性が高いこ

とが予測された．本研究の結果，50 歳以上の女性では，妊

娠中に飲酒してもよいと認識している者の割合は37.3%を

占め，20～40 歳代の 30.9%よりも高かった．したがって，

50 歳以上の女性に対して，妊娠中の絶対禁酒に関する普

及啓発を行うことが必要と考える． 
［妊娠中の飲酒に対する認識］との関連を分析した結果，

20～40 歳代女性においては，基本属性の［年齢］［同居者

有無］［年間世帯所得］，健康状態および保健行動の［喫煙］

［BMI 区分］［主観的健康感］について有意な関連がみら

れ，20～40 歳代女性の中でも妊娠中の絶対禁酒に関する

普及啓発の強化が必要な対象について示唆が得られた．し

かし，50 歳以上の女性においては，［妊娠中の飲酒に対す

る認識］と有意な関連のみられた項目は皆無であった．し

たがって，妊娠中の絶対禁酒に関する普及啓発は，50 歳以

上の女性に対しては，何らかの特性をもつ層に対して強化

するのではなく，幅広く働きかけることが必要と考える． 
 

4.4  本本研研究究のの限限界界おおよよびび課課題題 
本研究の調査対象は，A 市および近隣 6 市町の住民であ

る．また，インターネット利用者の中でも，Web 調査会社

に登録してアンケートに回答した積極的なユーザーであ

る．そのため，結果の一般化には限界がある． 

（ 16）
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本研究では，妊娠中は絶対禁酒が必要であることを普及

啓発する必要性および普及啓発を行う対象について貴重

な示唆を得ることができた．今後は，妊娠中は絶対禁酒が

必要であると思わない理由を明らかにすることにより，効

果的な普及啓発のあり方について検討していくことが必

要である． 
また，今回は成人女性に焦点を当てて分析を行ったが，

妊娠中の飲酒については，夫の飲酒行動が大きく影響して

いることが報告されており 11)31)38) ，飲酒観や飲酒行動に

は男女差があることが知られている 26)39)40)．したがって，

今後は，妊婦の夫やパートナーとなり得る男性の認識やそ

の関連要因を明らかにし，男性に対する普及啓発について

検討していきたい． 
 

5. おおわわりりにに 
A 市および近隣 6 市町に居住する 20 歳以上の男女 800

人を対象に，インターネットによるアンケート調査を行っ

た．20～40 歳代の女性 204 人および 50 歳以上の女性 169
人を分析対象として，「妊娠中の飲酒に対する認識」の現

状と関連要因について検討した． 
妊娠中は飲酒可と認識している者は 20～40 歳代女性，

50 歳以上女性のいずれにおいても 3 割以上を占め，妊娠

中の絶対禁酒について周知徹底する必要性が確認された． 
妊娠中の絶対禁酒に関する普及啓発は，20～40 歳代女

性に対しては，日頃の飲酒状況にとらわれずに行う一方で，

年齢が高い者，同居者がいない低所得者，喫煙者，BMI18.5
未満，主観的健康感が悪い者に対して強化する必要性が示

唆された．50 歳以上の女性に対しては，特定の層に対する

強化の必要性が示唆されなかったため，幅広く働きかける

ことが必要と考えられた． 
 
本研究は，文部科学省 令和 2 年度私立大学等改革総合

支援事業（タイプ 3「地域社会への貢献」）に選定された「埼

玉東上地域大学教育プラットフォーム」（TJUP）の共同研

究として実施した． 
本研究に関して開示すべき利益相反はない． 
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